
宮
座
の
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～
今
堅
田
に
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わ
る
祭
礼
「
野
神
祭
り
」
に
見
ら
れ
る
現
状
～
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は
じ
め
に  

　

大
津
市
今
堅
田
二
丁
目
に
鎮
座
す
る
野
神
神
社
に
「
野
神
祭
り
」
と
呼

ば
れ
る
古
式
祭
礼
が
あ
る
。
こ
の
祭
礼
は
、
南
北
朝
時
代
に
遡
る
あ
る
一

つ
の
伝
承
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
「
奇
祭
」
と
し
て
、
今
に
受
け
継
が
れ

て
い
る
。
宮
座
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
肥
後
和
男
は
そ
の
著
書
『
近
江

に
於
け
る
宮
座
の
研
究
』
第
二
章
宮
座
の
種
類
─
第
一
節
「
株
座
」
に
お

い
て
、
野
神
祭
り
を
執
行
す
る
十
二
人
に
よ
る
「
野
神
講
」
を
株
座
の
一

つ
と
し
て
、
紹
介
し
て
い
る
。
た
だ
、
現
在
は
明
治
三
〇
年
に
十
二
人
で

あ
っ
た
と
い
う
講
員
の
人
数
も
減
り
、
祭
礼
の
担
い
手
や
祭
礼
そ
の
も
の

が
変
化
し
て
い
る
。

　

本
論
で
は
野
神
講
の
講
員
に
よ
る
聞
き
取
り
や
先
行
研
究
の
分
析
を
行

い
、
現
在
の
祭
礼
が
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
、
執
行
さ
れ
て
い
る
の
か
、

そ
の
全
貌
を
論
じ
て
み
た
い
。

　

先
ず
、
こ
こ
で
は
そ
の
伝
承
と
歴
史
的
背
景
を
簡
潔
に
述
べ
て
お
き
た

い
。

　

大
津
市
今
堅
田
は
、
中
世
堅
田
庄
の
宮
ノ
切
、
東
ノ
切
、
西
ノ
切
と
と

も
に
堅
田
四し

方ほ
う

を
構
成
し
て
い
た
四
つ
の
「
切
」
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
の
今
堅
田
に
あ
る
野
神
神
社
に
は
新
田
義
貞
［
註
１
］
が
寵
愛
し
た
勾
当

宮
座
の
祭
礼　
～
今
堅
田
に
伝
わ
る
祭
礼
「
野
神
祭
り
」
に
見
ら
れ
る
現
状
～
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Title :

A Festival of Miyaza

Summary : 
This is a report of field research into the origin and history of 
the Nogami Festival (Nogami Matsuri) handed down from past 
generations to the inhabitants of Imakatata in Otsu City, Shiga.
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内
侍
［
註
２
］
の
墓
と
さ
れ
る
石
塚
が
あ
り
、
祭
神
と
し
て
い
る
。

　

元
弘
元
年
（
一
三
三
三
）
五
月
、
新
興
御
家
人
で
あ
る
新
田
義
貞
が
鎌

倉
を
陥
れ
、
足
利
尊
氏
が
京
都
六
波
羅
探
題
を
攻
め
て
、
約
百
年
間
地
位

を
築
い
て
き
た
執
権
北
条
氏
に
よ
る
鎌
倉
幕
府
は
滅
亡
し
た
。
天
皇
親
政

の
復
活
を
目
指
し
、
倒
幕
を
狙
っ
て
い
た
後
醍
醐
天
皇
は
そ
の
時
配
流
地

の
隠
岐
を
脱
出
し
、
関
白
鷹
司
冬
教
、
赤
松
則
村
、
楠
木
正
成
ら
と
と
も

に
六
月
、
京
に
入
っ
た
。
そ
し
て
、
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
天
皇
親
政
「
建

武
の
新
政
」
が
始
ま
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
新
政
は
発
足
後
、
所
領
問
題
や
恩
賞
問
題
、
公
家
と
武

家
の
確
執
な
ど
早
く
も
内
部
崩
壊
の
兆
し
が
出
る
。
天
皇
の
皇
子
で
あ
る

大
塔
宮
護
良
親
王
と
鎌
倉
幕
府
の
倒
幕
に
最
も
貢
献
し
た
足
利
尊
氏
と
の

間
に
亀
裂
が
生
じ
、
そ
こ
に
後
醍
醐
天
皇
の
子
で
あ
る
懐
良
親
王
、
恒
良

親
王
、
尊
良
親
王
、
新
興
武
士
の
新
田
義
貞
な
ど
が
戦
渦
に
ま
み
れ
る
こ

と
と
な
る
。

　

建
武
二
年
（
一
三
三
五
）、
執
権
北
条
氏
の
残
党
北
条
時
行
が
尊
氏
の

弟
直
義
が
占
領
す
る
鎌
倉
を
攻
め
た
（
中
先
代
の
乱
）。
尊
氏
は
そ
の
乱

を
き
っ
か
け
に
兵
を
整
え
、
後
醍
醐
天
皇
の
命
を
待
た
ず
に
軍
を
東
に
向

け
反
旗
を
翻
し
た
の
で
あ
る
。
天
皇
は
新
田
義
貞
や
北
畠
顕
家
、
楠
木
正

成
な
ど
の
武
将
に
尊
氏
追
討
を
命
じ
た
。
戦
い
は
二
転
三
転
し
、
尊
氏
は

一
旦
九
州
に
落
ち
延
び
る
が
、
各
地
の
武
将
を
味
方
に
つ
け
再
び
上
京
、

途
中
湊
川
で
楠
木
正
成
を
討
ち
再
び
京
都
に
入
っ
て
持
明
院
統
の
光
明
天

皇
を
即
位
さ
せ
、
後
醍
醐
天
皇
に
抵
抗
し
た
。
こ
こ
に
「
建
武
の
新
政
」

は
崩
壊
し
、
大
覚
寺
統
の
後
醍
醐
天
皇
（
南
朝
）
と
尊
氏
が
擁
立
し
た
光

明
天
皇
（
北
朝
）
が
対
立
す
る
南
北
朝
時
代
に
突
入
し
た
。
そ
し
て
、
延

元
三
年
（
一
三
三
八
）、
後
醍
醐
天
皇
を
支
持
す
る
息
子
の
尊
良
、
恒
良

両
親
王
や
武
将
の
新
田
義
貞
、
北
畠
顕
家
ら
南
朝
側
の
中
心
人
物
ら
が
尊

氏
率
い
る
北
朝
軍
に
次
々
に
破
れ
散
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

今
堅
田
で
の
伝
承
に
よ
る
と
、
新
田
義
貞
が
京
都
で
の
足
利
尊
氏
と
の

戦
い
に
破
れ
、
越
前
へ
落
ち
延
び
る
時
、
勾
当
内
侍
を
家
臣
と
と
も
に
今

堅
田
に
と
ど
め
、
再
会
を
誓
っ
た
。
し
か
し
、
義
貞
は
延
元
三
年

（
一
三
三
八
）
閏
七
月
二
日
越
前
藤
島
郷
に
お
い
て
戦
死
し
た
。
そ
の
訃

報
を
聞
い
た
勾
当
内
侍
は
悲
し
み
の
あ
ま
り
今
堅
田
琴
ヶ
浜
に
身
を
投
じ

非
業
の
死
を
遂
げ
た
と
い
う
［
註
３
］。

　

そ
の
亡
骸
を
手
厚
く
弔
っ
た
と
い
う
村
人
た
ち
の
子
孫
と
伝
え
ら
れ
る

野
神
講
の
講
員
に
よ
っ
て
野
神
神
社
の
祭
礼
「
野
神
祭
り
」
が
行
わ
れ
て

き
た
。

第
一
章　

野
神
講  

一-

一　

野
神
講
の
歴
史

　

野
神
講
の
講
員
に
伝
わ
る
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
に
ま
と
め
ら
れ

た
「
勾
当
内
侍
廟　

野
神
神
社
之
略
記
」（
表
１
）
に
よ
る
と
、
延
元
元

年
十
月
、
新
田
義
貞
は
後
醍
醐
天
皇
の
勅
旨
を
受
け
、
越
前
に
向
か
う
際
、

こ
の
今
堅
田
の
地
に
内
侍
を
留
め
た
。
延
元
三
年
（
一
三
三
八
）
七
月
二

日
、
勾
当
内
侍
は
義
貞
が
越
前
藤
島
郷
で
戦
没
し
た
と
聞
か
さ
れ
る
と
、

悲
哀
の
極
み
と
な
っ
て
同
年
九
月
九
日
夜
、
琴
ヶ
浜
で
身
を
投
じ
て
命
を
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断
っ
た
。
村
人
は
そ
の
亡
骸
を
今
堅
田
に
移
し
て
墓
を
つ
く
っ
て
弔
っ
た
。

　

内
侍
の
没
後
一
五
〇
年
に
当
た
る
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
九
月
、
墓

の
上
に
社
を
建
て
、
神
祇
管
領
長
上
で
あ
る
卜
部
兼
倶
に
よ
っ
て
野
神
神

社
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
後
二
〇
数
軒
の
氏
神
と
崇
め
ら
れ
、

氏
子
た
ち
は
毎
年
九
月
九
日
夜
（
旧
暦
）
例
祭
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
地
は
近
世
に
は
勾
当
内
侍
の
菩
提
所
で
あ
る
堅
田
泉
福
寺
の
影
響

を
強
く
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
内
侍
の
葬
儀
が
行
わ
れ
た
際
、
そ
の
導
師

を
務
め
た
の
が
泉
福
寺
の
明
導
で
、
野
辺
送
り
を
行
っ
た
が
、
そ
の
と
き

に
参
列
し
た
浦
人
二
〇
数
名
が
後
に
泉
福
寺
も
含
め
て
野
神
講
を
つ
く
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
［
註
４
］。
し
か
し
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
「
野
神

大
明
神
御
神
事
講
衆
次
第
」
に
よ
る
と
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
、
泉

福
寺
は
野
神
講
を
退
講
し
、
絶
え
ず
行
っ
て
き
た
九
月
の
法
要
は
実
施
さ

れ
な
く
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

た
だ
、
五
〇
年
に
一
度
の
遠
忌
は
泉
福
寺
で
行
わ
れ
て
き
た
。
江
戸
時

代
後
期
に
あ
た
る
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
な
る
と
泉
福
寺
で
内
侍
没

後
五
〇
〇
年
祭
が
執
り
行
わ
れ
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
に
は

五
五
〇
年
祭
と
い
う
例
大
祭
が
行
わ
れ
た
。
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）

に
は
六
〇
〇
年
祭
が
行
わ
れ
、
野
神
神
社
神
域
造
営
期
成
奉
賛
会
を
結
成
。

募
金
活
動
（
事
業
費
一
六
〇
〇
円
）
が
行
わ
れ
境
内
参
道
の
拡
張
、
石
鳥

居
、
社
務
所
が
建
築
さ
れ
た
。
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
に
は
、

六
五
〇
年
式
年
祭
を
執
行
。
記
念
事
業
と
し
て
寄
付
を
募
り
（
寄
付
件
数

一
六
七
件
）、
社
務
所
の
改
築
、
境
内
の
植
樹
と
整
備
、
公
道
拡
幅
に
際

し
て
勾
当
内
侍
廟
道
碑
を
社
頭
に
移
す
。（
写
真
１
）

　

講
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）、
同
じ
く
今
堅

田
の
伊
豆
神
田
神
社
に
合
併
し
、
野
神
神
社
は
伊
豆
神
田
神
社
の
境
外
社

と
な
っ
た
こ
と
で
、
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
か
ら
伊
豆
神
田
神
社
の

氏
子
が
講
の
祭
礼
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
、
こ
の
年
四
月
か
ら
野
神
神

社
の
「
内
侍
祭
」
並
び
に
諸
事
管
理
に
つ
い
て
は
伊
豆
神
田
神
社
氏
子
総

代
が
当
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
六
〇
〇
年
続
い
て
き
た
と

伝
え
ら
れ
る
野
神
講
中
は
解
散
と
な
っ
た
。

　

野
神
講
の
講
員
数
に
つ
い
て
は
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
『
野
神

講
文
書
』「
今
堅
田
村
御
神
事
衆
覚
」
に
、「
惣
合
廿
九
人
也
」
と
記
さ
れ
、

二
〇
九
名
全
講
員
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。（
写
真
２
）
野
神
講
は
閉

鎖
性
の
強
い
株
座
で
あ
る
と
言
え
、
そ
の
後
徐
々
に
講
員
数
が
減
っ
て
い 写真１　勾当内侍廟道碑
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く
。
先
述
の
「
勾
当
内
侍
廟　

野
神
神
社
之
略
記
」
の
記
録
に
よ
る
と
、

　
　

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）「
御
神
事
衆　

惣
合
廿
七
人
也
」

　
　

元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）「
御
神
事
講
衆　

人
数
頭
合
廿
六
人
也
」

　
　

宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）

 

「
野
神
大
明
神　

御
神
事
衆　

人
数
合
廿
四
人
也
」

　
　

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）

 

「
野
神
大
明
神　

御
神
事
講
衆　

人
数
二
十
人
」

　
　

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）「
野
神
講
中　

人
数
十
二
人
」

　
　

昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）「
野
神
講
中　

人
数
十
二
人
」

　
　

平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）「
野
神
講
中　

人
数
十
一
人
」

　

と
記
さ
れ
、
今
堅
田
村
の
中
で
の
講
員
の
比
率
は
元
禄
三
年

（
一
六
九
〇
）
の
「
今
堅
田
村
検
地
絵
図
」
の
総
戸
数
が
一
〇
七
と
さ
れ

て
お
り
、
元
禄
十
二
年
の
講
員
が
二
十
六
名
で
あ
る
の
で
、
四
分
の
一
弱

が
講
員
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
最
も
多
い
時
に
は
二
九
名
を

数
え
た
講
員
は
十
一
人
ま
で
減
り
、
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
に
講
中

は
解
散
と
な
り
先
述
の
通
り
伊
豆
神
田
神
社
の
氏
子
が
古
式
例
祭
を
引
き

継
い
で
い
る
。

写真２　『野神講文書』「今堅田村御神事衆覚」
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（
表
１
）「
勾
当
内
侍
廟　

野
神
神
社
之
略
記
」

延
元
元
年

（
一
三
三
六
）

十
月
、
新
田
義
貞
は
後
醍
醐
天
皇
の
勅
旨
を
う
け
、
越
前

に
下
向
の
際
、
今
堅
田
に
妻
で
あ
る
勾
当
内
侍
を
留
め
置

い
た
。
延
元
三
年
（
一
三
三
八
）
七
月
二
日
に
越
前
藤
島

郷
で
義
貞
が
戦
死
し
、
そ
の
訃
報
を
耳
に
し
た
内
侍
は
悲

し
み
の
あ
ま
り
同
年
九
月
九
日
夜
、
身
を
湖
水
に
投
じ
た
。

亡
が
ら
は
村
人
た
ち
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
た

明
応
六
年

（
一
四
九
七
）

卜
部
兼
倶
に
よ
っ
て
野
神
神
社
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

享
禄
三
年

（
一
五
三
〇
）

後
奈
良
天
皇
か
ら
懐
旧
の
御
歌
と
祭
祀
料
を
下
賜
さ
れ
る
。

永
禄
十
二
年

（
一
五
六
九
）

兵
火
と
数
回
の
水
災
で
祭
神
の
遺
品
等
散
逸
す
る
。

元
禄
十
一
年

（
一
六
九
八
）

今
堅
田
村
、
三
上
藩
主
遠
藤
胤
親
の
藩
領
地
と
な
る
。

享
保
十
五
年

（
一
七
三
〇
）

勾
当
内
侍
廟
道
碑
講
員
二
五
人
で
建
立
。

宝
暦
十
一
年

（
一
七
五
九
）

今
堅
田
村
領
主
三
上
藩
遠
藤
備
前
守
領
知
分　

野
神
大
明

神
持
高
一
石
七
斗
八
升
七
合

安
永
四
年

（
一
七
七
五
）

華
光
院
前
勾
当
内
侍
菩
提
所
「
泉
福
寺
」
断
り
に
依
り
神

事
衆
を
除
く
。

天
保
年
間

（
一
八
三
〇

　

�

〜
八
四
三
）

泉
福
寺
の
住
職
明
覚
が
野
神
神
社
の
神
紋
を
勾
当
内
侍
の

実
家
で
あ
る
持
明
院
の
家
紋
に
定
め
る
。

天
保
七
年

（
一
八
三
六
）

華
光
院
前
勾
当
内
侍
の
五
〇
〇
年
祭
を
同
村
泉
福
寺
に
於

い
て
執
行
、
日
野
大
納
言
資
愛
卿
と
三
上
藩
主
遠
藤
胤
緒

但
馬
守
よ
り
祭
祀
料
を
寄
進
さ
れ
る
。
正
四
位
下
国
学
者

上
賀
茂
神
社
祠
官
、
加
茂
季
鷹
の
碑
文
を
撰
し
て
、
石
碑

を
境
内
に
建
つ
。

明
治
六
年

（
一
八
七
三
）

太
陽
暦
（
新
暦
）
に
改
暦
さ
れ
、
例
大
祭
を
十
月
八
、九

日
に
行
う
こ
と
に
改
め
る
。

明
治
十
六
年

（
一
八
八
三
）

華
光
院
前
勾
当
内
侍
の
五
五
〇
年
祭
を
同
村
泉
福
寺
に
て

執
行
、
近
村
よ
り
老
若
群
集
し
、
今
堅
田
村
、
開
創
以
来

の
法
要
が
行
わ
れ
る
。

明
治
二
九
年

（
一
八
九
六
）

大
風
水
害
に
遭
う
。
内
侍
廟
、
墓
所
が
流
失
し
甚
大
な
被

害
を
被
る
。

明
治
三
五
年

（
一
九
〇
二
）

勾
当
内
侍
廟
、
改
修
資
金
募
集
と
廟
の
改
修
を
行
う
。

昭
和
十
三
年

（
一
九
三
八
）

華
光
院
前
勾
当
内
侍
の
六
〇
〇
年
祭
を
執
行
、
記
念
事
業

と
し
て
野
神
神
社
神
域
造
営
期
成
奉
賛
会
を
結
成
し
、
奉

賛
会
本
部
を
堅
田
町
役
場
に
置
き
、
会
長
の
堅
田
町
長
佐

久
間
徹
氏
の
も
と
に
募
金
活
動
（
事
業
費
一
六
〇
〇
円
）

と
、
境
内
参
道
の
拡
張
、
石
鳥
居
、
社
務
所
を
建
築
す
る
。

昭
和
二
〇
年

（
一
九
四
五
）

伊
豆
神
田
神
社
と
合
併
し
、
野
神
神
社
は
伊
豆
神
田
神
社

の
飛
び
地
境
外
社
と
な
る
。
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昭
和
五
四
年

（
一
九
七
九
）

「
内
侍
祭
り
」
の
行
事
次
第
を
変
革
し
、
二
日
間
の
日
時

を
短
縮
し
て
、
祭
礼
を
一
日
間
と
す
る
に
改
め
る
。

平
成
十
二
年

（
二
〇
〇
〇
）

こ
の
年
、
華
光
院
前
勾
当
内
侍
の
没
後
六
六
三
年
に
あ
た

る
が
繰
り
下
げ
て
六
五
〇
年
式
年
祭
を
執
行
。
記
念
事
業

と
し
て
寄
付
を
募
り
（
寄
付
件
数
一
六
七
件
）、
社
務
所

の
改
築
、
境
内
の
植
樹
と
整
備
を
す
る
。
公
道
拡
幅
に
際

し
て
勾
当
内
侍
廟
道
碑
を
社
頭
に
移
す
。

平
成
十
八
年

（
二
〇
〇
六
）

伊
豆
神
田
神
社
と
統
合
し
、
飛
び
地
境
外
社
と
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
伊
豆
神
田
神
社
の
氏
子
が
奉
祀
を
引
き
継

ぐ
こ
と
と
な
る
。
こ
の
年
四
月
か
ら
野
神
神
社
の
「
内
侍

祭
」
並
び
に
諸
事
管
理
に
つ
い
て
は
伊
豆
神
田
神
社
氏
子

総
代
が
当
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
依
り
野
神
講
中

は
解
散
と
な
っ
た
。

一-

二　

野
神
講
に
よ
る
祭
礼
「
野
神
祭
り
」

　

か
つ
て
存
在
し
た
野
神
講
の
祭
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た「
野
神
祭
り
」

に
つ
い
て
は
、
肥
後
和
男
［
註
５
］、
井
上
頼
寿
［
註
６
］、
小
栗
栖
健
治
［
註
７
］

に
よ
る
研
究
報
告
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

特
に
小
栗
栖
氏
に
よ
る
昭
和
五
三
年
の
調
査
［
註
８
］
は
非
常
に
詳
し
く

当
時
の
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
紹
介
し
、
現
在
の
も
の
と
比

較
し
て
み
た
い
。

①
祭
り
の
特
徴

　

野
神
講
中
に
お
け
る
祭
礼
は
例
年
九
月
十
八
日
と
十
月
八
日
、
九
日
に

行
わ
れ
、
俗
称
「
き
ち
が
い
祭
り
」
と
呼
ば
れ
た
奇
祭
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
名
付
け
ら
れ
た
所
以
は
、「
お
渡
り
」
と
い
う
行
事
に
お
い
て
祭
礼

の
中
心
で
あ
る
当
屋
が
新
当
屋
（
受
当
屋
と
呼
ぶ
）
に
め
が
け
て
神
饌
が

盛
ら
れ
た
膳
を
投
げ
つ
け
る
、
ま
た
、
そ
の
夜
に
行
わ
れ
る
松
明
行
列
の

際
、
行
列
に
参
加
す
る
講
員
が
「
城
門
じ
ゃ
、
火
事
じ
ゃ
、
火
事
じ
ゃ
」

と
大
声
で
叫
び
、
行
列
が
家
の
前
を
通
過
す
る
と
き
に
表
戸
が
閉
じ
て
あ

る
と
戸
を
叩
い
て
開
け
さ
せ
る
な
ど
の
行
い
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

野
神
祭
り
は
野
神
講
や
勾
当
内
侍
の
菩
提
寺
で
あ
る
泉
福
寺
に
伝
わ
る

史
料
か
ら
「
野
神
大
明
神
御
神
事
」、「
内
侍
神
事
」、「
九
月
遠
忌
」
と
い

う
か
た
ち
で
三
つ
の
性
格
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
今
堅
田
の
野
神
と
い
う

「
田
の
神
」
へ
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
と
い
う
こ
と
、
非
業
の
死
を
遂
げ

た
勾
当
内
侍
の
霊
を
鎮
め
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
内
侍
の
菩
提
寺
で
あ

る
泉
福
寺
が
追
善
供
養
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

②
祭
り
の
次
第

（
ア
）
内
侍
塚
の
泥
塗
り

　

九
月
十
八
日
午
前
十
時
三
十
分
、
当
屋
と
受
当
屋
が
野
神
神
社
に
参

拝
し
、
野
神
神
社
の
御
旅
所
で
あ
る
「
琴
ヶ
浜
」［
註
９
］
に
て
水
と
泥
を

採
取
。
そ
の
後
、
野
神
神
社
に
戻
り
、
勾
当
内
侍
の
塚
の
九
つ
の
石
を

清
め
た
後
、
取
り
除
き
、
円
丘
状
に
採
取
し
た
泥
を
塗
る
。
こ
の
日
は

泥
塗
り
の
み
行
い
、
十
月
八
日
の
本
祭
り
ま
で
放
置
さ
れ
る
。

（
イ
）
当
屋
の
準
備

　

十
月
八
日
の
午
前
八
時
三
十
分
こ
ろ
講
員
が
当
屋
に
集
ま
り
、
し
め

縄
、
神
饌
の
準
備
を
行
う
。
し
め
縄
は
、
大
鳥
居
や
中
鳥
居
、
社
殿
の
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周
辺
の
瑞
垣
、
勾
当
内
侍
の
塚
の
石
冊
、
内
侍
の
石
碑
、
手
桶
、
小
唐

櫃
、
大
唐
櫃
に
使
用
す
る
。
神
饌
は
、
二
組
つ
く
り
、
一
組
は
神
酒
・

洗
米
、
塩
・
水
、
大
根
・
人
参
、
す
る
め
、
梨
五
個
、
昆
布
、
菓
子
、

鯉
一
匹
、
鏡
餅
一
重
で
、
三
方
と
と
も
に
大
唐
櫃
に
納
め
る
。
も
う
一

組
は
、
よ
く
煮
た
大
豆
と
海
老
を
取
り
合
わ
せ
た
膳
を
四
膳
、
小
さ
な

鯉
二
匹
を
一
組
に
し
て
箸
一
本
を
つ
け
、
紅
白
の
水
引
で
縛
っ
た
に
ら

み
鯉
を
二
膳
、
御
幣
の
つ
い
た
榊
を
六
膳
用
意
し
、「
当
渡
し
」
の
行

列
で
六
人
の
膳
持
ち
が
分
担
し
て
持
つ
。
ま
た
、
三
メ
ー
ト
ル
程
の
青

竹
二
本
を
く
く
り
合
わ
せ
、
そ
の
上
に
御
幣
を
つ
け
た
「
竹
の
御
幣
」

を
つ
く
る
。
そ
し
て
、
当
屋
と
受
当
屋
が
小
唐
櫃
、
大
唐
櫃
の
封
印
を

行
う
。

（
ウ
）
野
神
神
社
参
拝

　

十
月
八
日
午
前
十
一
時
ご
ろ
、
当
屋
に
講
員
や
親
類
が
野
神
神
社
参

拝
の
準
備
を
行
い
、
神
饌
を
入
れ
た
大
唐
櫃
を
先
頭
に
神
職
、
当
屋
、

他
の
講
員
十
二
名
の
行
列
が
、
太
鼓
の
音
に
送
ら
れ
野
神
神
社
へ
向
か

う
。
神
社
で
神
事
が
行
わ
れ
る
。
大
唐
櫃
に
入
れ
ら
れ
た
神
饌
が
三
方

に
盛
り
供
え
ら
れ
、
講
員
の
手
送
り
に
よ
っ
て
神
前
に
献
じ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
神
事
が
行
わ
れ
る
。
神
前
で
は
新
旧
の
当
屋
が
拝
礼
し
、
続

い
て
神
職
の
お
祓
い
・
祝
詞
奏
上
、
当
屋
・
講
員
が
玉
串
を
献
上
し
神

事
は
終
了
。
神
饌
は
大
唐
櫃
に
納
め
ら
れ
る
。
そ
の
後
再
び
当
屋
の
も

と
へ
戻
り
、
全
員
が
そ
ろ
う
と
直
会
を
告
げ
る
太
鼓
が
鳴
り
、
酒
宴
が

は
じ
ま
る
。
酒
宴
の
途
中
に
当
屋
は
床
の
間
の
「
野
神
大
神
」
の
軸
を

巻
き
納
め
、
当
屋
が
受
当
屋
に
軸
を
渡
す
。
受
当
屋
は
自
分
の
家
に
帰

宅
し
、
掛
け
軸
を
掛
け
る
。
受
当
屋
の
準
備
が
で
き
た
の
で
そ
れ
を
告

げ
る
使
者
が
当
屋
宅
へ
向
か
う
。

（
エ
）
お
渡
り

　

十
月
八
日
午
後
一
時
、
受
当
屋
か
ら
使
者
が
当
屋
に
到
着
す
る
。
急

遽
直
会
が
中
止
と
な
り
、
受
当
屋
へ
の
「
お
渡
り
」
の
行
列
が
出
発
。

先
頭
は
当
屋
で
榊
の
葉
を
口
に
含
み
、
勾
当
内
侍
の
遺
品
が
納
め
ら
れ

て
い
る
小
唐
櫃
を
持
つ
。
続
い
て
神
職
、
竹
の
御
幣
、
神
饌
を
納
め
た

大
唐
櫃
、
大
太
鼓
、
六
人
の
膳
持
ち
と
い
う
順
番
で
受
当
屋
を
目
指
す
。

行
列
は
受
当
屋
の
手
前
で
一
旦
止
ま
り
、
小
唐
櫃
を
持
っ
た
当
屋
と
六

人
の
膳
持
ち
の
み
が
残
り
、
そ
れ
以
外
は
受
当
屋
の
家
の
中
に
入
る
。

受
当
屋
は
小
唐
櫃
を
迎
え
に
い
き
、
そ
れ
を
受
け
取
る
と
一
目
散
に
走

り
帰
る
。
六
人
の
膳
持
ち
た
ち
は
、
そ
れ
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
受
当

屋
を
め
ざ
し
、
行
列
を
出
迎
え
る
受
当
屋
の
家
族
や
関
係
者
に
向
け
て

膳
を
投
げ
つ
け
る
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
下
に
落
ち
た
鯉
や
海
老
、

豆
な
ど
は
出
迎
え
た
人
た
ち
が
拾
い
「
お
渡
り
」
の
行
事
は
終
了
す
る
。

　

受
当
屋
の
家
の
中
で
は
「
と
う
渡
し
（
受
け
）
の
盃
」
が
行
わ
れ
る
。

受
当
屋
の
座
敷
の
床
の
間
に
は
、
当
屋
か
ら
移
さ
れ
た
「
野
神
大
神
」

の
軸
が
掛
け
ら
れ
、
神
酒
・
洗
米
・
水
と
夜
の
松
明
行
列
の
時
に
用
い

る
神
饌
（
広
蓋
）
が
供
え
ら
れ
る
。
広
蓋
に
は
神
饌
で
あ
る
小
餅
十
二

個
・
柿
十
二
個
・
栗
十
二
個
・
枝
豆
十
二
本
が
入
っ
て
い
る
。
講
員
は

当
屋
を
中
心
に
座
り
、
当
屋
が
「
お
渡
り
」
の
無
事
を
感
謝
す
る
挨
拶

を
行
い
、
受
当
屋
は
三
方
に
洗
米
・
神
酒
・
杯
を
載
せ
当
屋
に
杯
を
す

す
め
る
。
受
当
屋
は
一
旦
席
に
戻
り
、
当
屋
を
受
け
る
挨
拶
を
し
、
元
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の
当
屋
か
ら
「
と
う
渡
し
（
受
け
）
の
盃
」
を
受
け
る
。
そ
し
て
講
員

が
順
に
盃
を
受
け
て
神
事
は
終
了
す
る
。

（
オ
）
松
明
行
列

　

十
月
八
日
午
後
八
時
三
〇
分
ご
ろ
当
屋
の
床
の
間
の
灯
明
か
ら
松
明

へ
火
が
移
さ
れ
、
旧
当
屋
か
ら
移
さ
れ
た
長
い
竹
の
御
幣
を
持
つ
新
当

屋
、
神
職
、
松
明
や
神
饌
を
持
っ
た
講
員
、
火
消
し
の
桶
を
持
っ
た
少

年
二
人
の
行
列
が
当
屋
の
家
を
出
発
す
る
。
行
列
は
「
城
門
じ
ゃ
、
火

事
じ
ゃ
、
火
事
じ
ゃ
」
と
大
き
な
声
を
張
り
上
げ
、
御
旅
所
の
「
琴
ヶ

浜
」
へ
向
か
う
。「
琴
ヶ
浜
」
に
到
着
す
る
と
、
手
桶
一
杯
の
湖
水
を

汲
み
取
り
行
列
は
勾
当
内
侍
塚
へ
向
か
う
。
野
神
神
社
に
到
着
す
る
と
、

先
頭
の
新
当
屋
は
参
道
右
横
の
田
圃
に
入
り
竹
の
御
幣
を
突
き
刺
す
。

こ
の
竹
が
深
く
刺
さ
る
ほ
ど
次
年
度
が
豊
作
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
、

琵
琶
湖
の
水
位
を
占
う
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
社
殿
の
内
侍
の
塚
へ
移
動
し
塚
の
九
つ
の
石
を
元
に
な
お

し
、
湖
水
で
清
め
、
神
職
が
祝
詞
を
奏
上
、
次
に
伊
豆
神
田
神
社
に
向

か
い
同
じ
く
祝
詞
奏
上
。
両
社
の
参
拝
を
終
え
た
松
明
行
列
は
「
城
門

じ
ゃ
、
火
事
じ
ゃ
、
火
事
じ
ゃ
」
と
い
う
叫
び
声
を
あ
げ
る
な
が
ら
村

内
を
一
巡
し
、
当
屋
に
帰
着
し
て
松
明
行
列
は
終
了
す
る
。

（
カ
）
灰
葬
ま
い
り

　

十
月
九
日
午
前
十
時
ご
ろ
新
旧
当
屋
が
紋
付
羽
織
袴
姿
で
野
神
神
社

の
締
め
く
く
り
の
参
拝
を
行
う
。

第
二
章　

現
在
の
野
神
祭
り  

二-

一　

伊
豆
神
田
神
社
の
氏
子
と
祭
礼

　

既
述
の
と
お
り
平
成
十
八
年
か
ら
「
野
神
祭
り
」
は
野
神
講
の
講
員
か

ら
伊
豆
神
田
神
社
の
祭
礼
と
し
て
氏
子
の
代
表
が
代
わ
っ
て
執
行
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
野
神
講
の
講
員
の
み
で
は
講
員
数

の
減
少
や
高
齢
化
で
祭
礼
の
運
営
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
事
と
、

伊
豆
神
田
神
社
の
氏
子
が
、
こ
の
地
域
に
伝
わ
る
新
田
義
貞
の
妻
勾
当
内

侍
の
伝
承
や
「
当
渡
し
」
や
「
松
明
行
列
」
に
見
ら
れ
る
珍
し
い
習
俗
等

を
後
世
に
残
そ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。

　

既
に
、
野
神
神
社
は
昭
和
二
〇
年
に
伊
豆
神
田
神
社
と
合
併
し
て
お
り
、

飛
び
地
境
外
社
と
な
っ
て
い
た
事
実
も
あ
り
、
伊
豆
神
田
神
社
の
氏
子
が

野
神
神
社
の
祭
礼
を
継
承
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

伊
豆
神
田
神
社
の
由
緒
に
よ
る
と
、
当
神
社
は
貞
観
二
年
（
八
六
〇
）

に
伊
岐
宿
禰
是
雄
が
堅
田
浦
の
関
屋
浜
に
神
田
神
社
を
勧
請
し
、
昌
泰
三

年
（
九
〇
〇
）
に
伊
豆
神
社
を
合
祀
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
伊
豆
神

田
神
社
の
氏
子
は
現
在
今
堅
田
一
丁
目
（
旧
出で
け

島じ
ま

）
南
町
・
嶋
町
・
仲
町
・

西
町
を
中
心
と
し
て
一
二
〇
戸
と
な
っ
て
い
る
。
一
年
を
通
じ
て
の
祭
礼

は
一
月
一
日
「
元
旦
祭
」、
一
月
十
五
日
「
還
暦
報
告
祭
」、
二
月
十
七
日

「
祈
年
祭
」、
四
月
二
十
日
「
例
祭
」、
五
月
中
旬
「
五
穀
豊
穣
祭
」、

十
一
月
二
三
日
「
秋
大
祭
」
が
あ
り
、
そ
れ
ら
と
は
別
に
野
神
神
社
の
祭

礼
と
し
て
十
月
の
第
三
日
曜
日
「
野
神
神
社
例
大
祭
（
野
神
祭
り
）」
が

行
わ
れ
、
伊
豆
神
田
神
社
の
祭
礼
に
比
べ
最
も
規
模
が
大
き
な
祭
礼
と
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な
っ
て
い
る
。
祭
礼
の
運
営
は
宮
総
代
八
名
（
任
期
三
年
）
が
中
心
と
な

り
、
神
職
［
註
10
］
一
名
と
相
談
役
、
今
堅
田
理
事
等
が
加
わ
り
、
祭
を
支

え
る
。

二-

二　

伊
豆
神
田
神
社
の
氏
子
に
よ
る
「
野
神
神
社
例
大
祭

�

（
野
神
祭
り
）」

　
「
野
神
神
社
例
大
祭
（
野
神
祭
り
）」
は
、
野
神
講
中
で
行
わ
れ
て
い
た

神
事
の
全
貌
が
詳
細
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
で
き
る

だ
け
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
習
俗
を
残
し
な
が
ら
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　

平
成
二
三
年
九
月
十
一
日
午
前
九
時
半
か
ら
こ
の
年
度
の「
野
神
祭
り
」

の
初
め
て
の
打
ち
合
わ
せ
が
伊
豆
神
田
神
社
の
社
務
所
で
開
か
れ
、
宮
総

代
八
名
の
う
ち
出
席
で
き
る
も
の
が
集
ま
っ
た
。
宮
総
代
の
代
表
者
か
ら

資
料
に
基
づ
い
て
今
年
度
の
祭
礼
の
説
明
が
あ
り
、
あ
る
程
度
詳
し
い
執

行
に
際
す
る
手
順
が
紹
介
さ
れ
た
。
当
日
の
資
料
の
一
部
を
以
下（
表
２
）

に
紹
介
す
る
。

（
表
２
）
─
秋
祭
り
・
野
神
神
社
例
大
祭
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
─

九
月
十
一
日
（
土
）

　

九
時
半

伊
豆
神
田
神
社
に
宮
総
代
全
員
集
合
、
宮
掃
除
の
後
、

事
前
打
ち
合
わ
せ　

九
月
二
五
日
（
日
）

　

九
時

伊
豆
神
田
神
社
に
宮
総
代
全
員
集
合
、
宮
掃
除
の
後
、

塚
の
泥
塗
り

十
月
八
日
（
土
）

　

九
時

伊
豆
神
田
神
社
に
宮
総
代
全
員
集
合
、
宮
掃
除
の
後
、

ポ
ス
タ
ー
掲
示
→
南
町
・
西
町
各
４
ヶ
所　

嶋
・
仲

２
ヶ
所　

買
い
物
手
配
（
詳
細
省
略
）

十
月
十
五
日
（
土
）

　

九
時

野
神
神
社
に
宮
総
代
全
員
集
合
、
準
備
・
掃
除
（
境

内
・
社
務
所
・
公
民
館
）、
し
め
縄
一
式
・
幕
取
り

付
け
・
小
唐
櫃
の
張
替　

公
民
館
・
琴
ヶ
浜
提
灯
吊

り
下
げ
等

十
月
十
六
日
（
日
）

　

八
時

野
神
神
社
に
宮
総
代
全
員
、
祭
礼
執
行
役
員
全
員
集

合
、
裃
着
替
え
→
野
神
神
社
社
務
所
に
て
（
お
渡
り

者
の
み  

評
議
員
・
宮
総
代
相
談
役
は
ス
ー
ツ
に
陣

羽
織
）

　

十
時

式
典　

参
列
者
（
招
待
者
・
運
営
委
員
・
宮
司
）

　

十
時

参
拝
受
付　

志
納
者
・
一
般
者

　

十
一
時

お
渡
り　

野
神
神
社
よ
り
町
内
へ

　

十
二
時

直
会　

公
民
館
に
て
（
招
待
者
・
運
営
委
員
・
宮
司
）

　

十
八
時

夕
食　

招
待
者
・
運
営
委
員
・
宮
司

　

二
〇
時

松
明
行
列　

運
営
委
員
・
宮
司

十
月
十
七
日
（
月
）

　

九
時

野
神
神
社
に
宮
総
代
全
員
集
合
、
献
饌　

志
納
金
整

理
・
礼
状
配
布
・
献
饌
物
配
布

　

平
成
二
三
年
度
に
執
行
さ
れ
た
「
野
神
神
社
例
大
祭
（
野
神
祭
り
）」

の
記
録
を
、
昭
和
五
三
年
に
行
わ
れ
た
野
神
講
中
に
よ
る
祭
礼
と
比
較
す
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る
た
め
前
掲
の
（
ア
）
か
ら
（
カ
）
の
項
目
に
合

わ
せ
て
以
下
に
報
告
す
る
。

（
ア
）
内
侍
塚
の
泥
塗
り

　

九
月
二
五
日
（
日
）
午
前
九
時
に
伊
豆
神
田

神
社
社
務
所
に
宮
総
代
全
員
が
集
合
。
伊
豆
神

田
神
社
の
掃
除
を
済
ま
し
た
後
、
勾
当
内
侍
の

塚
に
塗
る
た
め
の
泥
を
採
取
す
る
た
め
、
宮
総

代
代
表
と
次
期
宮
総
代
代
表
が
野
神
神
社
の
御

旅
所
で
あ
る
「
琴
ヶ
浜
」
に
向
か
う
。
他
の
宮

総
代
は
野
神
神
社
の
清
掃
へ
向
か
う
。
琵
琶
湖

の
最
狭
部
で
あ
る
今
堅
田
琴
ヶ
浜
で
琵
琶
湖
大

橋
を
背
後
に
泥
を
採
取
し
た
後
、
野
神
神
社
に

向
か
う
。
神
社
到
着
後
、
社
殿
の
奥
に
あ
る
内

侍
塚
へ
。
宮
総
代
代
表
が
九
つ
あ
る
人
頭
大
の

石
を
丁
寧
に
塚
か
ら
下
げ
、
採
取
し
た
泥
を
塗

る
。

　

※
野
神
講
中
に
よ
る
祭
礼
と
の
比
較
［
註
11
］

　

講
中
で
行
わ
れ
て
い
た
日
程
よ
り
も
一
週

間
遅
れ
て
の
泥
塗
り
の
神
事
と
な
っ
て
い
る
。

講
中
で
は
当
屋
と
受
当
屋
が
行
っ
て
い
た
役

割
を
伊
豆
神
田
神
社
の
宮
総
代
代
表
と
次
期

代
表
が
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
か
た
ち

は
本
来
の
も
の
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。

①今堅田琴ヶ浜で泥を採取する宮総代代表 ②泥をバケツに入れる宮総代代表とバケツを
持つ次期代表

③野神神社前にて泥を運ぶ宮総代 ④野神神社社殿の奥にある勾当内侍の塚　九
つの石が並ぶ
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（
イ
）
当
屋
の
準
備

　

十
月
十
五
日
（
土
）
午
前

九
時
野
神
神
社
社
務
所
に
宮

総
代
全
員
と
相
談
役
が
集
合
。

先
ず
野
神
神
社
の
境
内
、
社

務
所
、
今
堅
田
公
民
館
、
伊

豆
神
田
神
社
の
境
内
の
清
掃

を
行
う
。そ
の
後
、明
日
に
控

え
る
例
大
祭
の
準
備
を
行
う
。

　

し
め
縄
一
式
の
取
り
付
け

は
大
鳥
居
、
中
鳥
居
、
社
殿

の
瑞
垣
、
内
侍
塚
の
石
冊
、

内
侍
の
石
碑
、
小
唐
櫃
、
大

唐
櫃
な
ど
様
々
な
と
こ
ろ
に

つ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
社
務

所
入
口
に
は
平
成
五
年
に
野

神
講
中
竹
内
伝
右
エ
門
氏
か

ら
奉
納
さ
れ
た
紋
入
り
の
幕

が
飾
ら
れ
た
。
同
時
に
神
饌

そ
の
他
供
え
物
の
準
備
が
行

わ
れ
る
。
野
神
神
社
で
の
式

典
の
神
饌
は
、
神
酒
五
合
、

鏡
餅
一
式
（
二
重
）、
乾
物

一
式
（
昆
布
・
ス
ル
メ
）、果
物
（
リ
ン
ゴ
）
二
三
個
（
参
列
者
分
含
む
）、

饅
頭
二
三
個
（
参
列
者
分
含
む
）、
野
菜
（
大
根
・
人
参
）、
鯉
（
現
在

は
ケ
ン
サ
キ
ス
ル
メ
を
代
用
）、
榊
十
組
（
玉
串
分
一
組
含
む
）、
洗
米

（
適
量
）、
塩
（
適
量
）。
今
堅
田
公
民
館
床
の
間
の
祭
壇
用
に
、
灯
明

一
式
、
神
酒
・
洗
米
・
塩
（
大
唐
櫃
に
積
み
込
み
式
典
か
ら
移
動
さ
せ

る
）、
榊
、「
野
神
大
神
」
掛
軸
を
準
備
す
る
。
当
渡
し
の
お
膳
と
し
て
、

弊
が
つ
い
た
榊
（
一
本
）
二
膳
、
ケ
ン
サ
キ
ス
ル
メ
（
三
枚
）
二
膳
、

蛯
豆
三
膳
、
参
列
者
に
配
布
用
蛯
豆
五
膳
を
準
備
。
松
明
行
列
用
の
塚

前
の
神
饌
と
し
て
、
塚
前
用
の
榊
一
対
、
柿
三
〇
個
、
栗
三
〇
個
、
枝

豆
三
〇
個
、
餅
三
〇
個
、
白
蒸
し
一
盛
り
を
、
灰
葬
参
り
用
の
塚
前
神

饌
と
し
て
、
柿
八
個
、
栗
八
個
、
枝
豆
八
個
、
餅
八
個
が
用
意
さ
れ
た
。

ま
た
、
一
般
参
拝
者
用
に
ス
ル
メ
お
つ
ま
み
二
袋
、
神
酒
適
量
を
準
備
。

三
メ
ー
ト
ル
程
の
青
竹
二
本
を
く
く
り
合
わ
せ
、
そ
の
上
に
御
幣
を
つ

け
た
「
竹
の
御
幣
」
を
つ
く
る
。
そ
し
て
、
宮
総
代
代
表
と
次
期
代
表

が
小
唐
櫃
、
大
唐
櫃
の
確
認
を
行
っ
て
例
大
祭
の
準
備
は
終
了
し
た
。

※
野
神
講
中
に
よ
る
祭
礼
と
の
比
較

　

祭
礼
の
運
営
が
伊
豆
神
田
神
社
の
宮
総
代
に
移
っ
て
か
ら
当
屋
は

置
か
れ
な
い
た
め
、
当
屋
で
行
わ
れ
て
い
た
祭
礼
は
省
略
さ
れ
て
い

る
。
よ
っ
て
、
準
備
は
例
大
祭
当
日
の
前
日
に
行
わ
れ
、
準
備
の
場

所
は
野
神
神
社
の
社
務
所
と
な
っ
て
い
る
。
神
饌
の
種
類
は
鯉
が
ケ

ン
サ
キ
ス
ル
メ
に
変
わ
る
な
ど
、
多
少
変
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
当

渡
し
で
使
わ
れ
る
蛯
豆
は
小
さ
い
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
て
あ
り
、
地

面
に
落
ち
て
も
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

⑤宮総代代表が丁寧に石を塚から降ろす ⑥泥塗りを終えた内侍塚
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（
ウ
）
野
神
神
社
参
拝

　

十
月
十
六
日
（
日
）
午
前
八
時
運
営
委
員
全
員
が
野
神
神
社
社
務
所

に
集
合
。
宮
総
代
は
裃
に
着
替
え
、
評
議
委
員
と
相
談
役
は
ス
ー
ツ
の

上
に
白
の
陣
羽
織
を
着
用
す
る
。
簡
単
な
準
備
を
し
、
一
般
参
拝
者
の

受
付
を
す
る
。
一
般
参
拝
者
に
は
蛯
豆
煮
と
神
酒
一
杯
、
つ
ま
み
を
渡

す
。
午
前
十
時
に
式
典
が
開
始
さ
れ
る
。
参
列
者
は
運
営
員
全
員
十
八

名
、
宮
司
一
名
、
招
待
者
四
名
（
大
津
市
市
会
議
員
一
名
、
大
津
市
農

業
委
員
一
名
、
今
堅
田
農
業
組
合
長
、
今
堅
田
土
地
改
良
区
理
事
長
）。

参
列
者
全
員
の
記
念
撮
影
の
後
、
社
殿
前
に
て
式
典
が
行
わ
れ
た
。

　

式
典
の
進
行
は
宮
総
代
代
表
が
行
い
、
参
進
→
修
祓
→
宮
司
一
拝
→

献
餞
（
社
務
所
に
準
備
さ
れ
た
三
方
に
載
せ
た
神
饌
を
宮
総
代
全
員
で

社
殿
に
手
渡
し
で
運
ぶ
）
→
祝
詞
奏
上
→
玉
串
拝
礼
（
伊
豆
神
田
神
社

宮
総
代
代
表
・
今
堅
田
自
治
会
長
・
大
津
市
市
議
会
議
員
・
大
津
市
農

業
委
員
・
今
堅
田
理
事
二
名
・
今
堅
田
農
業
組
合
長
・
今
堅
田
土
地
改

良
区
理
事
長
の
順
で
玉
串
が
奉
納
さ
れ
る
）
→
撤
餞
→
宮
司
一
拝
と
進

み
最
後
に
宮
総
代
代
表
が
終
了
を
告
げ
る
。
そ
の
後
、
堅
田
和
太
鼓
ク

ラ
ブ
に
よ
っ
て
野
神
太
鼓
が
奉
納
さ
れ
た
。

※
野
神
講
中
に
よ
る
祭
礼
と
の
比
較

　

当
屋
を
置
か
な
い
た
め
、
野
神
神
社
に
直
接
関
係
者
が
集
合
し
、

社
殿
前
で
例
大
祭
の
式
典
が
行
わ
れ
る
。
式
典
後
は
当
屋
が
設
定
さ

れ
て
い
た
講
中
で
の
祭
礼
で
は
、
一
旦
当
屋
の
家
に
戻
っ
て
直
会
と

し
て
宴
が
行
わ
れ
る
が
、現
在
で
は
そ
の
宴
は
省
略
さ
れ
、「
お
渡
り
」

と
称
し
た
行
列
が
出
発
す
る
。

①提灯やしめ縄が飾られている大例祭当日の
野神神社

②野神神社の社務所入口の紋入り幕
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③野神神社社殿 ④三方に盛られた式典用の神饌

⑤式典前の記念撮影 ⑥宮司による修祓（しゅばつ）

⑦社務所から手渡しで献餞の準備をする宮総
代一同

⑧献餞の後、祝詞を奏上する宮司
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⑨玉串拝礼 ⑩堅田和太鼓クラブの奉納太鼓

（
エ
）
お
渡
り

　

十
一
時
二
七
分
（
予
定
で
は
午
前
十
一
時
）「
お
渡
り
」
の
行
列
が

野
神
神
社
を
出
発
し
た
。

　

先
頭
は
勾
当
内
侍
の
遺
品
を
納
め
た
小
唐
櫃
［
註
12
］
を
捧
げ
、
不
浄

な
息
が
こ
の
小
唐
櫃
に
当
た
ら
な
い
よ
う
口
に
榊
の
葉
を
加
え
た
宮
総

代
代
表
で
あ
る
。
続
い
て
神
職
（
宮
司
）、「
竹
に
弊
」
を
持
つ
今
堅
田

理
事
、「
野
神
大
神
」
掛
軸
を
持
つ
宮
総
代
、
太
鼓
を
持
つ
今
堅
田
評

議
員
二
名
、
神
饌
が
入
っ
た
大
唐
櫃
を
持
つ
今
堅
田
評
議
員
二
名
、
膳

（
榊
に
弊
）
を
持
つ
宮
総
代
二
名
、
膳
（
鯉
→
現
在
は
ケ
ン
サ
キ
ス
ル

メ
を
代
用
）
を
持
つ
今
堅
田
理
事
二
名
、
膳
（
蛯
豆
）
を
持
つ
宮
総
代

三
名
、
と
続
き
行
列
の
最
後
は
招
待
者
で
あ
る
大
津
市
市
会
議
員
一
名

が
務
め
た
。

　

行
列
は
野
神
神
社
を
出
て
、
十
一
時
三
〇
分
、
今
堅
田
公
民
館
の
前

を
通
り
、
伊
豆
神
田
神
社
の
東
側
を
通
過
、
今
堅
田
一
丁
目
を
中
心
に

町
内
を
巡
回
す
る
。
巡
回
の
最
後
に
近
い
御
旅
所
「
琴
ヶ
浜
」
に
立
ち

寄
っ
た
の
が
十
一
時
四
四
分
、
最
終
目
的
地
の
今
堅
田
公
民
館
に
は

十
一
時
四
八
分
に
到
着
し
た
。
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行
列
が
到
着
す
る
と
、
あ
ら
か
じ
め
公
民
館
に
待
機
し
て
い
た
次
期

宮
総
代
代
表
が
、
宮
総
代
代
表
か
ら
小
唐
櫃
を
受
け
取
る
行
事
が
行
わ

れ
る
。
当
然
次
期
宮
総
代
代
表
も
榊
を
口
に
く
わ
え
て
い
る
。
小
唐
櫃

は
勾
当
内
侍
の
遺
品
が
納
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
こ
の
祭
礼
に
お

い
て
最
も
神
聖
な
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

次
期
宮
総
代
代
表
が
小
唐
櫃
を
公
民
館
二
階
の
床
の
間
に
安
置
、
神

酒
・
洗
米
・
水
が
供
え
ら
れ
、「
野
神
大
神
」
の
掛
軸
と
「
竹
の
弊
」

を
掲
げ
ら
れ
る
と
、
公
民
館
の
前
で
は
神
饌
が
盛
ら
れ
た
膳
を
投
げ
つ

け
る
行
事
が
行
わ
れ
る
。

　

こ
の
行
事
は
野
神
祭
り
が
、
か
つ
て
「
き
ち
が
い
祭
り
」
と
呼
ば
れ

た
所
以
と
な
る
奇
行
が
行
わ
れ
る
。
行
列
の
後
半
を
歩
い
て
い
た
膳
持

ち
が
、公
民
館
で
待
機
し
て
い
た
膳
受
け
人（
今
堅
田
評
議
委
員
二
名
）

に
、
神
饌
が
盛
ら
れ
た
膳
と
と
も
に
投
げ
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ケ
ン
サ
キ
ス
ル
メ
や
蛯
豆
が
順
番
に
膳
ご
と
投
げ
つ
け
ら
れ
た
。

　

こ
の
後
、
運
営
委
員
全
員
が
公
民
館
の
二
階
に
上
が
り
、
小
唐
櫃
が

安
置
し
て
あ
る
床
の
間
に
全
員
が
参
拝
し
、
着
座
。
宮
総
代
代
表
が
口

上
を
述
べ
、
お
膳
請
け
人
（
膳
投
げ
で
膳
を
受
け
た
今
堅
田
評
議
員
二

名
）
が
神
酒
を
座
人
に
酌
を
す
る
。
そ
の
後
、
次
期
宮
総
代
代
表
が
代

表
に
な
る
決
意
表
明
を
し
て
神
事
が
終
了
し
た
。

　

そ
の
後
、
裃
か
ら
平
服
に
着
替
え
て
直
会
が
行
わ
れ
、
和
や
か
に
会

食
が
行
わ
れ
た
。

※
野
神
講
中
に
よ
る
祭
礼
と
の
比
較

　

野
神
講
中
に
よ
る
「
お
渡
り
」
は
、
当
屋
の
家
か
ら
受
当
屋
の
家

図１
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へ
行
列
を
組
み
、
こ
の
祭
礼
で
最
も
神
聖
で
あ

る
勾
当
内
侍
の
遺
品
が
入
っ
た
小
唐
櫃
を
渡
す

と
い
う
神
事
で
あ
る
。

現
在
は
当
屋
と
受
当
屋
を
設
定
せ
ず
、
直
会
を

含
む
神
事
は
す
べ
て
今
堅
田
公
民
館
で
行
わ
れ

て
い
る
。
従
っ
て
「
お
渡
り
」
の
行
列
は
野
神

神
社
を
出
て
、町
内
を
一
周
し
、御
旅
所
を
回
っ

て
公
民
館
に
入
る
と
い
う
行
程
を
た
ど
る
。（
図

１
）
た
だ
、
当
屋
の
役
割
は
伊
豆
神
田
神
社
宮

総
代
代
表
が
務
め
、
受
当
屋
の
役
割
は
次
期
宮

総
代
代
表
が
務
め
て
お
り
、
小
唐
櫃
を
「
お
渡

し
」
す
る
際
は
両
人
と
も
口
に
榊
の
葉
を
含
む

な
ど
、
古
式
を
守
っ
て
い
る
。

　

膳
を
投
げ
つ
け
る
行
事
は
、
以
前
は
受
当
屋

の
家
の
前
で
行
わ
れ
、
膳
を
受
け
る
受
当
屋
の

親
類
等
に
投
げ
つ
け
た
様
で
あ
る
が
、
今
は
投

げ
つ
け
る
と
い
う
よ
り
は
上
へ
向
か
っ
て
放
り

投
げ
る
よ
う
な
仕
草
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

地
面
に
落
ち
た
蛯
豆
も
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
ビ
ニ
ー
ル
の
袋
に
入
れ
て
小
分
け
に

し
て
あ
る
な
ど
、
一
般
参
拝
者
へ
の
配
慮
が
さ

れ
て
い
る
。

①小唐櫃を先頭に「お渡し」行列出発 ②神饌が入った大唐櫃

③お膳持ち ④ビニール袋に小分けされた蛯豆
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⑦野神神社の御旅所「琴ヶ浜」を示す提灯 ⑧野神神社の御旅所「琴ヶ浜」を示す提灯

⑨今堅田公民館前で宮総代代表が次期代表に
小唐櫃を手渡す

⑩お膳持ちが膳とともに神饌を投げる

⑤伊豆神田神社の前を通過する行列 ⑥今堅田の路地を巡回する行列
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⑪膳と神饌を高く放り投げる膳持ち ⑫投げつけられた蛯豆を拾う一般参拝者

⑬何度も投げつけられ補修された膳 ⑭公民館の二階で「野神大神」の掛軸と小唐
櫃に参拝する参列者

⑮口上を述べる宮総代代表　奥中央が次期代
表

⑯神酒を受ける参列者
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（
オ
）
松
明
行
列

　

午
後
六
時
に
運
営
委
員
全
員
が
野
神
神
社
社
務
所
に
集

合
し
、
夕
食
を
と
る
。
そ
の
後
、
松
明
の
準
備
が
整
う
と
、

午
後
八
時
三
〇
分
（
予
定
で
は
八
時
）、
松
明
行
列
が
神

社
を
出
発
す
る
。
行
列
の
先
頭
は
「
竹
の
御
幣
」
を
持
っ

た
宮
総
代
代
表
。
代
表
の
み
が
裃
を
着
用
し
て
い
る
。
続

い
て
宮
司
、
琴
ヶ
浜
に
て
水
を
汲
む
手
桶
を
持
っ
た
今
堅

田
理
事
、
そ
の
後
は
松
明
を
持
っ
た
運
営
委
員
が
続
く
。

松
明
の
順
は
宮
総
代
七
名
、
今
堅
田
理
事
二
名
、
今
堅
田

評
議
委
員
六
名
と
続
く
。
松
明
行
列
の
総
勢
は
宮
総
代
代

表
ら
も
入
れ
て
十
八
名
で
あ
る
。

　

行
列
の
順
路
は
「
お
渡
り
」
と
全
く
同
じ
で
、
途
中
野

神
神
社
の
御
旅
所
で
あ
る
「
琴
ヶ
浜
」
に
立
ち
寄
る
。
行

列
は
出
発
し
て
間
も
な
く
「
城
門
が
火
事
や
」
と
何
度
も

大
声
で
全
員
が
繰
り
返
し
叫
ぶ
。
こ
れ
は
既
述
の
「
お
渡

り
」
の
「
膳
投
げ
」
と
と
も
に
野
神
神
社
が
奇
祭
と
言
わ

れ
る
所
以
と
な
っ
て
い
る
。

　

行
列
が
八
時
五
三
分
、「
琴
ヶ
浜
」
に
到
着
す
る
と
、「
水

汲
み
」
が
宮
総
代
代
表
と
担
当
の
今
堅
田
自
治
会
長
に

よ
っ
て
行
わ
れ
、
終
了
後
、
野
神
神
社
の
内
侍
塚
を
目
指

す
。

　

野
神
神
社
に
九
時
三
分
、
行
列
が
到
着
す
る
と
、
す
ぐ

に
宮
総
代
代
表
が
「
竹
の
御
幣
」
神
社
の
敷
地
内
に
あ
る

⑰床の間に安置された小唐櫃・洗米・神酒・
榊・塩・水・灯明

⑲和やかに行われた直会

⑱公民館二階床の間　中央に「野神
大神」の掛軸
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定
め
ら
れ
た
一
角
に
突
き
刺
す
。
そ
の
後
、
内
侍
塚
に
行
き
、
宮
総
代

代
表
が
泥
塗
り
の
後
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
九
つ
の
石
を
元
の
状
態

に
積
み
直
し
、
手
桶
に
汲
ん
で
き
た
「
琴
ヶ
浜
」
の
水
で
清
め
る
。

　

同
時
に
、
塚
の
前
に
榊
と
柿
、
栗
、
枝
豆
、
餅
、
白
蒸
し
（
お
こ
わ
）

と
い
っ
た
神
饌
を
捧
げ
、
最
後
に
宮
司
が
松
明
の
明
か
り
に
囲
ま
れ
、

神
聖
な
雰
囲
気
の
中
で
、
新
田
義
貞
の
妻
勾
当
内
侍
の
悲
話
と
こ
の
地

の
先
祖
が
内
侍
の
亡
骸
を
手
厚
く
葬
っ
た
と
い
う
故
事
を
語
り
、
祝
詞

を
奏
上
し
て
九
時
十
五
分
、
祭
り
は
終
了
し
た
。

　

松
明
行
列
は
地
元
の
一
般
参
拝
者
も
参
加
し
、
終
了
後
、
神
饌
が
配

ら
れ
た
。

※
野
神
講
中
に
よ
る
祭
礼
と
の
比
較

　

野
神
講
中
で
は
当
屋
（「
お
渡
り
」
で
は
受
当
屋
。
松
明
行
列
に

置
い
て
は
当
屋
と
な
っ
て
い
る
）
の
床
の
間
の
灯
明
を
松
明
に
移
し
、

神
饌
を
等
の
供
え
物
と
と
も
に
行
列
が
出
発
す
る
。
現
在
は
「
お
渡

り
」
と
同
じ
く
当
屋
が
な
い
た
め
、
野
神
神
社
を
発
着
と
し
、
神
饌

も
社
務
所
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
五
三
年
の
調
査
で
は
二
人
の
少
年
が
火
消
し
の
桶
を
持
っ
て

随
行
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
は
松
明
か
ら
、
火
の
つ
い
た
木
屑

等
が
落
ち
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
随
行
は
な
い
。

　

行
列
者
全
員
が
叫
ぶ
「
城
門
が
火
事
や
」
と
い
う
言
葉
は
、
当
時

「
城
門
じ
ゃ
、火
事
じ
ゃ
、火
事
じ
ゃ
」
と
叫
ん
で
い
た
。
ま
た
、「
竹

の
御
幣
」
を
突
き
刺
す
神
事
に
つ
い
て
は
、
も
と
は
こ
の
祭
礼
を
支

え
て
い
た
講
員
共
有
の
神
田
に
突
き
刺
し
て
い
た
と
い
う
事
で
あ
る

が
、
現
在
は
敷
地
内
の
「
竹
の
御
幣
」
を
刺
す
た
め
の
特
別
な
場
所

に
刺
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
役
は
宮
総
代
代
表
が
務
め
る
が
、

当
時
は
新
当
屋
が
そ
の
約
を
担
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
「
お
渡
し
」
の

神
事
が
は
っ
き
り
と
新
旧
当
屋
の
入
れ
替
え
を
意
味
し
て
い
た
た
め
、

「
松
明
行
列
」
は
新
当
屋
が
中
心
と
な
る
神
事
と
の
認
識
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。現
在
は
こ
の
点
が
曖
昧
と
な
っ
て
お
り
、「
お
渡
し
」

も
「
松
明
行
列
」
も
一
連
の
行
事
と
考
え
ら
れ
、
す
べ
て
宮
総
代
代

表
が
担
当
し
て
い
る
。

　

御
幣
を
神
田
に
刺
し
て
い
た
当
時
は
、
御
幣
が
深
く
刺
さ
れ
ば
刺

さ
る
程
、
次
年
度
の
豊
作
に
つ
な
が
り
、
ま
た
、
明
治
二
九
年
の
水

害
で
こ
の
御
幣
ま
で
琵
琶
湖
の
水
位
が
上
が
っ
た
と
の
言
伝
え
が
あ

り
、
厄
難
回
避
の
祈
念
も
込
め
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
の
後
の
塚
の
清
め
や
宮
司
の
祝
詞
奏
上
は
変
わ
ら
な
い
が
、
昭

和
五
三
年
の
調
査
時
は
、
祝
詞
奏
上
の
後
、
伊
豆
神
田
神
社
に
出
向

い
て
宮
司
が
再
度
祝
詞
を
奏
上
し
、
新
当
屋
に
戻
っ
て
行
事
は
終
了

す
る
。
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①夕食をとりながら松明行列を社務所で待つ
祭りの運営委員

②竹の御幣を先頭に野神神社を出発する松明
行列

③「城門が火事や」と叫びながら今堅田の町
を歩く松明行列

④御旅所である琴が浜で清めの水を汲む

⑤御旅所で清めの水を汲み野神神社に向かう ⑥行列が野神神社に帰る
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⑦宮総代代表によって神社の敷地内に刺され
た「竹の御幣」

⑧堅田小学校の敷地内にある明治二十九年の
大洪水の標識　標識上の線が当時の水位と
いう

⑨宮総代代表が丁寧に内侍塚の石を戻す ⑩琵琶湖の水で清められた内侍塚の石

⑪松明に囲まれ祝詞を奏上する宮司 ⑫松明に囲まれ祝詞を奏上する宮司
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（
カ
）
灰
葬
ま
い
り

　

十
月
十
七
日
（
月
）、
宮
総
代
全
員
が
野
神
神
社
社
務
所
に
集
合
。

献
餞
等
の
参
拝
を
行
い
、そ
の
後
、志
納
金
の
整
理
や
礼
状
の
配
布
、柿
、

栗
、
枝
豆
、
餅
等
の
献
餞
物
の
配
布
、
後
片
付
け
を
し
て
終
了
し
、
一

同
会
し
て
飲
食
店
で
昼
食
を
と
り
解
散
と
な
る
。

第
三
章　

株
座
か
ら
村
座
へ  

三-

一　

株
座
と
村
座

　

野
神
祭
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
野
神
講
中
や
伊
豆
神
田
神
社
の
氏
子

組
織
に
見
ら
れ
る
祭
礼
は
、い
わ
ゆ
る
「
宮
座
の
祭
礼
」
と
呼
ば
れ
、様
々

な
研
究
者
が
そ
の
研
究
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
の
先
駆
者
は
一
九
三
八
年

の
『
近
江
に
於
け
る
宮
座
の
研
究
』、
一
九
四
一
年
の
『
宮
座
の
研
究
』

を
発
表
し
た
肥
後
和
男
（
一
八
九
九
〜
一
九
八
一
）
で
、
宮
座
の
宝
庫
と

呼
ば
れ
た
近
江
（
滋
賀
県
）
を
中
心
に
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
の
調
査
研
究

が
開
始
さ
れ
た
。

　

肥
後
は
氏
子
を
有
す
る
社
寺
の
祭
礼
が
執
り
行
わ
れ
る
と
き
、
一
般
的

に
そ
の
氏
子
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る「
神
事
組
合
」を
い
わ
ゆ
る「
宮
座
」

と
定
義
づ
け
た
。
そ
し
て
そ
の
宮
座
の
形
式
と
し
て
は
、
祭
礼
を
執
行
す

る
組
織
が
村
の
中
で
も
あ
る
家
筋
に
限
っ
て
行
わ
れ
る
「
株
座
」
と
、
す

べ
て
の
村
民
が
輪
番
で
平
等
に
執
り
行
う
「
村
座
」
が
あ
る
と
し
、
祭
礼

の
初
期
段
階
で
の
宮
座
は
「
株
座
」
が
多
く
、そ
の
中
か
ら
後
に
「
村
座
」

が
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
が
複
合
的
に
重
な
り
現
代
に
伝
わ
っ
て

い
る
と
考
察
し
た
。
し
か
し
、
個
々
の
祭
礼
の
分
布
や
歴
史
的
背
景
な
ど
、

未
だ
整
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
結
論
付
け
に
は
ま
だ
ま
だ
研
究
の
余
地
を
残

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

宮
座
研
究
を
社
会
人
類
的
研
究
の
視
点
で
考
察
し
た
高
橋
統
一
は
、
当

時
の
滋
賀
県
に
於
け
る
宮
座
を
調
査
し
、
特
に
株
座
と
村
座
の
別
や
変
遷

に
つ
い
て
の
論
考
を
発
表
し
た
［
註
13
］。
そ
の
調
査
に
よ
る
と
、
湖
西
に
は

比
較
的
株
座
が
多
く
残
っ
て
お
り
、
明
治
期
に
村
座
に
変
わ
っ
て
い
く
事

例
が
数
件
紹
介
さ
れ
、
特
に
北
小
松
の
樹
下
神
社
の
宮
座
で
は
明
治
十
七

年
に
株
座
か
ら
村
座
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
変
遷
の
過
程
で
、
宮

財
産
の
分
配
や
土
地
の
問
題
か
ら
訴
訟
に
及
び
、
い
わ
ゆ
る
特
権
的
な
座

方
［
註
14
］
が
敗
訴
し
、
村
座
と
し
て
当
時
ま
で
存
在
し
て
い
た
と
い
う
。

も
う
一
例
、
大
津
市
の
伊
香
立
南
庄
融
神
社
の
宮
座
で
も
同
じ
く
村
方
と

座
方
に
お
い
て
訴
訟
が
お
こ
り
、
座
方
が
敗
訴
し
た
が
、
当
時
ま
で
そ
の

株
座
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
報
告
も
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
宮
座
の
「
株
座
」「
村
座
」
の
か
た
ち
を
過
去
の
研
究
に

見
る
と
、
今
堅
田
伊
豆
神
田
神
社
と
野
神
神
社
の
氏
子
や
宮
座
組
織
と
重

な
っ
て
く
る
。

三-

二　

伊
豆
神
田
神
社
と
野
神
神
社
の
宮
座

　

伊
豆
神
田
神
社
と
野
神
神
社
が
鎮
座
す
る
今
堅
田
は
か
つ
て
漁
業
を
生

業
と
し
た
小こ

番ば

城ぎ

と
、
農
業
と
船
大
工
を
生
業
と
す
る
出で
け

島じ
ま

か
ら
な
り
、

伊
豆
神
田
神
社
は
小
番
城
の
氏
神
で
、
野
神
神
社
は
主
と
し
て
出
島
の
氏

神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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現
在
小
番
城
地
区
の
氏
神
は
本
堅
田
の
伊
豆
神
社
と
な
っ
て
い
る
が
、

文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
の
伊
豆
神
田
神
社
の
棟
札
に
は
「
江
州
滋
賀

郡
今
堅
田
釣
漁
師
」「
江
州
滋
賀
郡
今
堅
田
釣
漁
師
郷
士
」
と
肩
書
き
が

あ
る
人
物
の
名
前
が
記
さ
れ
、
そ
れ
ら
人
物
の
名
前
は
小
番
城
地
区
の

人
々
の
名
前
だ
と
言
う
。
小
番
城
に
伝
わ
る
古
老
の
口
碑
に
よ
る
と
、
小

番
城
は
昔
（
文
化
期
よ
り
以
前
）、
本
堅
田
伊
豆
神
社
の
氏
子
で
あ
り
、

伊
豆
神
社
の
中
に
神
輿
を
所
有
し
て
い
た
が
、
あ
る
と
き
に
本
堅
田
と
争

い
と
な
り
、
そ
の
神
輿
が
本
堅
田
の
座
衆
に
よ
っ
て
担
ぎ
だ
さ
れ
、
掘
割

に
捨
て
ら
れ
た
。
そ
れ
以
降
、
小
番
城
が
本
堅
田
伊
豆
神
社
を
離
れ
、
新

た
に
伊
豆
神
田
神
社
を
勧
進
し
て
氏
神
と
し
、
や
が
て
、
現
在
の
今
堅
田

に
移
し
た
と
い
う
［
註
15
］。
明
治
に
入
り
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
あ
っ
た
か

は
わ
か
ら
な
い
が
、
小
番
城
は
再
び
本
堅
田
伊
豆
神
社
の
氏
子
に
戻
り
、

今
堅
田
伊
豆
神
田
神
社
の
氏
子
か
ら
外
れ
た
。

　

一
方
の
出
島
は
農
業
を
生
業
と
し
て
い
る
た
め
、
元
々
の
野
神
大
神
と

い
う
野
の
神
を
祀
る
野
神
神
社
と
何
ら
か
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
草
分
け
的
存
在
で
あ
る
家
筋
が
野
神
講
を
組
織
し
、

野
神
神
社
を
中
心
と
し
て
株
座
的
な
宮
座
の
運
営
が
さ
れ
て
い
た
。
明
治

に
入
り
小
番
城
が
伊
豆
神
田
神
社
の
氏
子
か
ら
外
れ
る
と
、
出
島
の
人
々

は
伊
豆
神
田
神
社
の
氏
子
と
な
っ
て
村
座
的
な
宮
座
が
運
営
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

野
神
講
は
肥
後
和
男
の
『
近
江
に
於
け
る
宮
座
の
研
究
』
の
中
で
、
株

座
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
小
栗
栖
健
治
氏
も
「
野
神
講
は
株
座
の
形
態
を
と

り
、
縁
組
等
に
よ
る
株
の
移
動
も
禁
じ
る
閉
鎖
性
の
強
い
宮
座
だ
っ
た
」

と
し
て
い
る
。
確
か
に
出
島
の
氏
神
と
し
て
野
神
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
た

近
世
は
閉
鎖
性
の
強
い
株
座
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
野
神
神
社
に

講
員
以
外
の
氏
子
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
宮
座
と
言
う
よ
り
は

名
前
の
通
り
「
講
」
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
野
神
神
社
を
中
心
と
し

な
が
ら
、
勾
当
内
侍
の
霊
を
慰
め
る
祭
礼
を
行
う
講
を
講
員
が
支
え
て
き

た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
か
ら
は
、
野
神
講
中
に
よ
る
野

神
神
社
の
祭
礼
の
運
営
が
難
し
く
な
り
、
伊
豆
神
田
神
社
の
氏
子
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
と
め
る
と
、
野
神
講
中
に
よ
っ
て
行
わ

れ
て
い
た
野
神
神
社
の
祭
礼
は
、
野
神
神
社
の
本
社
に
あ
た
る
伊
豆
神
田

神
社
の
宮
総
代
が
引
き
継
ぎ
、
現
在
は
伊
豆
神
田
神
社
の
氏
子
総
代
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
講
の
祭
礼
か
ら
村
座
の
祭
礼
へ
と
移
行

し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に  

　

滋
賀
県
は
宮
座
の
宝
庫
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
研
究
者
の
視
点
に
よ
っ
て

調
査
が
続
け
ら
れ
て
き
た
が
、
ど
れ
一
つ
と
っ
て
も
同
じ
も
の
は
な
く
、

多
種
多
様
で
あ
る
。
特
に
、
集
落
自
体
が
近
代
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
形

式
の
み
が
残
り
、
神
事
組
合
、
い
わ
ゆ
る
宮
座
的
な
組
織
が
消
滅
し
て
い

る
と
い
う
事
例
は
少
な
く
な
い
。
宮
座
的
な
神
事
組
合
組
織
の
消
滅
に
は

様
々
な
要
因
が
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
一
括
り
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
、
宮
座
の
祭
礼
を
残
し
て
い
る
地
域
は
、
零
細
な
兼
業
農
家
が
多
く
、
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純
粋
な
「
田
の
神
」
や
「
水
の
神
」
に
対
す
る
信
仰
と
と
も
に
祭
礼
が
今

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

今
回
取
り
上
げ
た
今
堅
田
野
神
神
社
の
祭
礼
も
例
外
で
は
な
く
、
伊
豆

神
田
神
社
の
氏
子
の
半
数
以
上
が
兼
業
農
家
で
あ
り
、
勾
当
内
侍
と
い
う

歴
史
上
の
人
物
の
鎮
魂
と
い
う
性
格
を
持
ち
な
が
ら
、
五
穀
豊
穣
を
祈
念

し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
「
田
の
神
」
い
わ
ゆ
る
農
耕

神
の
考
察
も
必
要
で
あ
る
。「
田
の
神
」
は
「
山
の
神
」
と
同
じ
く
祖
霊

神
と
結
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
考
え
る
と
半
狂
乱
の
中
、
湖
中
に
沈

ん
で
い
っ
た
勾
当
内
侍
の
霊
を
村
人
が
こ
こ
に
鎮
め
る
こ
と
で
豊
穣
を
願

う
と
い
う
「
田
の
神
」
信
仰
が
野
神
神
社
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
何
ら
不
思

議
は
な
い
。
今
後
は
こ
の
点
に
も
注
意
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
祭
礼
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
野
神
神
社
の
十
二
軒
の
講
中
に
よ

る
運
営
が
難
し
く
な
り
、
そ
の
本
社
で
あ
る
伊
豆
神
田
神
社
の
氏
子
に
よ

る
村
座
組
織
に
移
さ
れ
、
古
式
が
守
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
運
営
組
織
に

は
宮
総
代
に
加
え
て
今
堅
田
役
員
の
参
加
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
伊
豆

神
田
神
社
の
氏
子
の
範
囲
が
旧
出
島
、
い
わ
ゆ
る
現
在
の
行
政
区
画
で
あ

る
今
堅
田
一
丁
目
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
た
め
、
今
堅
田
（
今
堅
田
一
丁
目
）

自
体
が
歴
史
あ
る
祭
礼
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
た
め

で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
は
他
に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
逆
に
今
に
伝
わ

る
宮
座
組
織
と
現
在
の
行
政
区
画
と
が
一
致
し
な
く
、
宮
総
代
と
自
治
会

役
員
を
兼
務
し
、
個
人
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
事
例
の
方

が
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

古
式
祭
礼
を
見
聞
し
、
過
去
の
文
書
を
解
析
し
な
が
ら
、
宮
座
の
歴
史

を
紐
解
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
現
代
に
伝
わ
る
祭
礼
の

現
状
を
ど
の
よ
う
に
維
持
し
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
の
か
と
言
う
問
題
も

今
後
、
研
究
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

１　

鎌
倉
時
代
の
御
家
人
。
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
武
将

２　

新
田
義
貞
が
後
醍
醐
天
皇
か
ら
下
賜
さ
れ
た
女
官
。
後
醍
醐
天
皇
に
仕
え
た
一
条

経
尹
の
娘
と
さ
れ
て
い
る

３　
『
太
平
記
』
に
よ
る
と
、
新
田
義
貞
の
死
後
は
京
都
嵯
峨
の
往
生
院
で
義
貞
の
菩
提

を
弔
っ
て
余
生
を
過
ご
し
た
と
さ
れ
る

４　
『
野
神
講
文
書
』「
内
侍
神
事
由
緒
記
」
文
政
年
間
に
泉
福
寺
住
職
明
覚
に
よ
り
成
立
。

こ
の
文
献
に
よ
る
。

５　

肥
後
和
男
『
近
江
に
於
け
る
宮
座
の
研
究
』（
東
京
理
科
大
学
、一
九
三
八
年
）、『
宮

座
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
〇
年
）

６　

井
上
頼
寿
『
京
都
古
習
志
』（
館
有
神
職
会
、
一
九
四
〇
年
）

７　

小
栗
栖
健
治
「
村
の
宮
座
と
祭
礼
」（『
宮
座
祭
祀
の
史
的
研
究
』
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
五
年
）

８　

小
栗
栖
健
治
「
村
の
宮
座
と
祭
礼
」（『
宮
座
祭
祀
の
史
的
研
究
』
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
五
年
）
第
六
章
一
二
三
頁
か
ら
一
五
二
頁

９　

勾
当
内
侍
が
入
水
自
殺
し
た
場
所
と
伝
え
ら
れ
る
。

10　

真
野
神
田
神
社
の
宮
司
が
野
神
神
社
の
神
職
を
兼
務
し
て
い
る
（
以
前
は
雄
琴
神

社
の
宮
司
が
兼
務
し
て
い
た
）。

11　

講
中
に
お
け
る
神
事
も
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
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の
比
較
は
昭
和
五
十
三
年
に
小
栗
栖
健
治
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
調
査
と
の
比
較
と

す
る
。

12　

こ
の
小
唐
櫃
は
「
開
け
ず
の
小
唐
櫃
」
と
呼
ば
れ
、
一
度
も
開
け
た
こ
と
が
な
い

と
い
う
伝
承
が
あ
る
が
、
小
栗
栖
健
治
氏
の
報
告
に
は
小
唐
櫃
を
調
査
し
た
と
こ

ろ
貴
族
が
使
っ
た
と
見
ら
れ
る
扇
子
の
よ
う
な
も
の
に
藻
の
ま
と
わ
り
つ
い
た
も

の
が
入
っ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

13　

高
橋
統
一
「
滋
賀
県
の
宮
座
の
現
況
」-

社
会
人
類
的
予
備
調
査-

（
東
洋
大
学
ア

ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
研
究
年
報　

一
九
六
九
年
）

14　

こ
こ
で
言
う
「
座
方
」
と
は
特
権
を
持
つ
座
衆
を
意
味
す
る
。
一
方
の
「
村
方
」

は
特
権
を
持
た
な
い
氏
子
を
言
う
。

15  

橋
本
哲
男
『
琵
琶
湖
の
民
俗
誌
』「
堅
田
釣
漁
師-

大
津
市
本
堅
田
町
小
番
城-

」（
文

化
出
版
局　

一
九
八
四
年
）
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